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「
両
端
」
と
「
中
」
の
視
座
か
ら

田

中

豊

は
じ
め
に

中
江
兆
民
に
と
っ
て
の
漢
文
は
、
日
本
語
に
お
い
て
特
別
な
地
位

を
占
め
る
文
体
で
あ
っ
た
。
愛
弟
子
・
幸
徳
秋
水
の
証
言
に
よ
る
と
、

兆
民
は
「
日
本
の
文
字
は
漢
字
に
非
ず
や
、
日
本
の
文
学
は
漢
文
崩

し
に
非
ず
や
、
漢
字
を
用
ゆ
る
の
法
を
解
せ
ず
し
て
、
能
く
文
を
作

る
こ
と
」
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い

（
１
）

た
。
ま
た
、「
泰
西
の
文
」
が

あ
ま
り
に
も
「
丁
寧
反
復
」、
す
な
わ
ち
冗
長
で
あ
る
の
と
は
対
照

的
に
、「
簡
潔
に
し
て
気
力
あ
る
、
其
妙
世
界
に
冠
絶
」
す
る
漢
文

は
洋
書
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
も
相
応
し
い
文
体
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い

（
２
）

た
。
兆
民
が
洋
書
を
漢
訳
し
た
事
例
は
、
ル
ソ
ー
（Jean=

Jacques
R
ousseau

）
のD

u
C
ontrat

Social
ou
Principes

du

droit
politique

（
以
下
、『
社
会
契
約
論
』）
の
翻
訳
『
民
約
訳
解
』

（
以
下
、『
訳
解
』）
が
唯
一
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ル
ソ
ー
の
政
治

思
想
を
漢
文
脈
に
落
と
し
込
ん
だ
彼
の
努
力
成
果
は
「
明
治
思
想
史

の
金
字
塔
」
と
ま
で
称
賛
さ
れ
て
い

（
３
）

る
。

こ
の
よ
う
に
兆
民
に
と
っ
て
漢
文
や
漢
学
の
研
鑽
を
積
む
こ
と
、

あ
る
い
は
そ
の
素
養
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
文
章
の
上
達
に
あ
た
り

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
兆
民
が
、「

便
利
」

ロ

ー

マ

な
「
羅
馬
字
」
を
国
字
と
し
て
採
用
し
今
後
の
日
本
語
に
お
い
て
言

文
一
致
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
た
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

（
４
）

い
。
こ
れ
は
、

晩
年
に
執
筆
さ
れ
た

『
一
年
有
半
』
に
お
い
て
雑
駁
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
た
め
、
ロ
ー
マ
字
に
対
す
る
深
い
研
究
も
な
い
、
た
だ
漢
字
の
弊

害
を
説
い
た
「
い
わ
ば
有
り
ふ
れ
た
常
識
論
」
と
み
な
さ
れ
て
き（

５
）

た
。

『
一
年
有
半
』
の
約
三
〇
年
前
に
、
西
周
が
同
様
の
主
旨
を
『
明
六

雑
誌
』
に
お
い
て
表
明
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
兆
民
の
主
張
は

た
し
か
に
「
目
新
し
い
論
」
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
も
西
と
は
異
な

り
、
自
身
の
ロ
ー
マ
字
論
の
体
系
化
の
試
み
を
完
全
に
放
棄
し
て
い

た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
内
容
が
浅
薄
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。

ま
た
桑
原
武
夫
は
、
兆
民
が
漢
学
へ
の
愛
着
を
も
ち
な
が
ら
ロ
ー
マ

字
化
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
深
い
矛
盾
」
と
評

し
た
う
え
で
、
そ
の
「
矛
盾
の
存
在
理
由
は
ま
だ
決
し
て
十
分
に
説

き
あ
か
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
い

（
６
）

た
。
桑
原
に
よ
る
こ
の
よ
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う
な
指
摘
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
降
の
研
究
で
は
遂
に
検
討

対
象
と
し
て
話
題
に
挙
が
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
晩
年

に
た
だ
一
度
限
り
な
さ
れ
た
ロ
ー
マ
字
論
を
検
討
の
俎
上
に
載
せ
る

こ
と
は
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
些
末
な
作
業
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
本
稿
で
は
、
兆
民
の
ロ
ー
マ
字
論
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
主
張

で
は
な
く
、
自
身
の
思
惟
方
法
の
実
践
と
い
う
核
心
的
な
問
題
に
関

わ
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
を
提
起
す
る
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
単
に
「
矛
盾
」
で

済
ま
さ
れ
て
き
た
兆
民
の
ロ
ー
マ
字
論
に
対
し
、
彼
自
身
の
思
想
の

観
点
か
ら
再
検
討
を
迫
る
こ
と
が
本
稿
で
の
目
的
で
あ
る
。

そ
の
際
の
手
掛
か
り
と
し
て
、『
社
会
契
約
論
』
か
ら
示
唆
を
受

け
、『
訳
解
』
に
お
い
て
儒
学
の
こ
と
ば
で
再
構
成
さ
れ
た
「
両
端
」

と
「
中
」
の
概
念
に
注
目
す
る
。
兆
民
は
『
訳
解
』
に
お
い
て
、

『
社
会
契
約
論
』
の
キ
ー
タ
ー
ム
で
あ
っ
たvolonté

générale

（
一

般
意
志
）
を
『
中
庸
』
に
由
来
す
る
「
中
」
と
規
定
し
、
こ
れ
が
相

容
れ
な
い
「
両
端
」
同
士
の
「
討
議
」（délibération

）
の
契
機
を

経
て
得
ら
れ
る
と
訳
出
し
て
い
た
。
原
著
で
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
た

délibération

を
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
こ
と
で
ル
ソ
ー
と
袂
を
分

か
つ
兆
民
は
、
相
異
な
る
意
見
同
士
の
「
討
議
」
を
介
し
て
得
ら
れ

る

善
の
模
索
を
、
以
後
の
思
索
に
お
い
て
も
重
視
す
る
。
そ
の
よ

う
な
態
度
が
顕
著
に
み
ら
れ
た
の
は
、『
三
酔
人
経
綸
問
答
』（
以
下
、

『
三
酔
人
』）
で
あ
っ
た
。
徳
富
蘇
峰
は
、
そ
れ
ぞ
れ
思
想
的
立
場
を

異
に
す
る
「
洋
学
紳
士
」「
東
洋
豪
傑
」「
南
海
先
生
」
の
三
人
の
酔

人
が
い
ず
れ
も
「
兆
民
居
士
」
の
分
身
で
あ
り
、
兆
民
の
「
本
領
を

知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
此
の
書
に
若
く
は
な
し
」
と
同
書
の
書
評
で
喝

ど
う
ち
ゃ
く

か
ん
か
く

破
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、「
三
酔
人
の
撞
着
、

挌
す
る
所
」
は

皆
な
兆
民
の
「
脳
裏
」
で
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
「
幾

多
反
対
の
要
素
」
が
互
い
に
「
戦
争
」（
討
議
）
を
さ
せ
る
と
こ
ろ

に
、
蘇
峰
は
『
三
酔
人
』
の
神
髄
を
見
出
し

（
７
）

た
。
三
人
の
酔
人
に
意

見
を
開
陳
さ
せ
つ
つ
も
、
い
ず
れ
の
見
解
に
も
与
せ
ず
、
各
々
の
立

場
か
ら
虚
心
坦
懐
に
他
者
を
分
析
す
る
こ
と
が
兆
民
に
と
っ
て
正
当

な
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
三
酔
人
』
と
は
、
異
な
る
意
見
を

有
す
る
者
同
士
に
よ
る
「
討
議
」
を
重
ん
じ
る
、『
訳
解
』
で
展
開

し
た
思
想
が
継
承
さ
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
あ

る
種
の

善
で
あ
る
「
中
」
を
得
る
た
め
の
こ
う
し
た
営
為
は
、
晩

年
の
『
一
年
有
半
』
に
至
っ
て
も
な
お
一
貫
し
た
命
題
と
し
て
自
覚

さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
『
一
年
有
半
』
に
お
け
る
「
羅
馬
字
・
言
文
一
致
」
の

主
張
も
、
あ
る
種
の
「
中
」
の
模
索
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
固
執
し
て
き
た
「
漢
字
・
漢
文
」
の
対
立
概

念
と
し
て
、
あ
る
い
は
蘇
峰
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
「
反
対
の
要
素
」

と
し
て
兆
民
の
ロ
ー
マ
字
論
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義

二
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の
考
察
を
試
み
る
。「
羅
馬
字
・
言
文
一
致
体
」
の
立
場
を
あ
え
て

設
け
て
「
漢
字
・
漢
文
」
の
相
対
化
を
図
る
こ
と
は
、「
両
端
」
同

士
の
「
討
議
」
の
重
要
性
を
常
に
自
覚
し
て
い
た
兆
民
に
と
っ
て
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
兆
民
の
ロ
ー
マ

字
論
は
、「
矛
盾
」
に
陥
っ
た
と
い
う
思
想
的
限
界
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
く
、『
訳
解
』
以
降
と
り
続
け
て
き
た
思
想
戦
略
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
一
つ
の
結
実
で
あ
っ
た
。
晩
年
に
主
張
さ
れ
た
ロ
ー
マ

字
論
の
観
点
か
ら
、「
矛
盾
」
で
済
ま
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
兆
民
の

思
想
の
本
質
を
抉
出
し
、
再
考
す
る
こ
と
が
本
稿
で
は
試
み
ら
れ
る
。

一．

「
洋
字
」
と
「
漢
字
」
へ
の
眼
差
し

明
治
初
年
の
ロ
ー
マ
字
国
字
化
論

『
一
年
有
半
』
に
お
い
て
、「
漢
学
者
で
あ
る
兆
民
が
敢
て
ロ
ー

マ
字
論
を
称
え
た
の
は
漢
字
を
よ
く
知
る
だ
け
に
、
そ
の
弊
の
恐
る

べ
き
を
よ
く
見
ぬ
い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
、
先
学
は
推
測
す

（
８
）

る
。
彼
が
実
に
高
い
漢
学
・
漢
文
の
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
漢
字
の
弊
害
に
自
覚

的
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
一
理
あ

（
９
）

る
。
と
い
う
の
も
、
漢
学
の
素
養

を
有
す
る
知
識
人
が
か
え
っ
て
ロ
ー
マ
字
に
利
便
性
を
見
出
し
、
国

字
か
ら
漢
字
を
排
除
せ
ん
と
す
る
逆
説
的
な
試
み
は
、
往
々
み
ら
れ

た
た
め
で
あ
る
。
明
治
日
本
に
お
け
る
そ
の
嚆
矢
は
、
南
部
義
籌
の

「
修
国
語
論
」（
明
治
二
年
）
で
あ
る
。
漢�

文�

で
書
か
れ
、
松
平
容
堂

に
建
白
さ
れ
た
こ
の
文
書
は
、
漢
字
を
は
じ
め
従
来
の
日
本
文
字
を

廃
し
、
国
字
と
し
て
ロ
ー
マ
字
を
採
用
す
べ
し
と
主
張
す
る
。
た
し

か
に
、
近
世
に
お
い
て
も
ロ
ー
マ
字
に
魅
了
さ
れ
た
人
物
（
例
え
ば
、

新
井
白
石
や
賀
茂
真
淵
）
が
存
在
し
て
い
た
と
は
い
え
、「
洋
字
採

用
」
を
明
確
に
宣
言
す
る
の
は
明
治
初
年
の
南
部
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ

（
10
）

た
。
南
部
が
こ
の
文
書
で
と
り
わ
け
強
調
す
る
こ
と
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
数
の
少
な
さ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
冒

頭
で
南
部
は
、
西
洋
と
日
本
・
中
国
の
文
字
数
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
言
及
す
る
。

学
問
の
道
、
西
洋
諸
邦
は
易
と
為
し
、
皇
国
支
那
は
難
と
為
す
、

而
も
皇
国
は
甚
だ
し
と
為
す
、
夫
れ
西
洋
の
学
た
る
や
唯
だ
二
十

六
の
字
を
知
り
、
文
典
の
義
を
解
せ
ば
則
ち
読
む
べ
か
ら
ざ
る
の

書
な
し
、
是
れ
其
の
易
と
為
す
所
以
な
り
、
支
那
の
如
き
は
然
ら

ず
、
数
百
の
書
を
読
み
数
千
の
字
に
通
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
不

可
、
是
れ
其
の
難
と
為
す
所
以
な
り
、
然
り
と
雖
も
支
那
は
尚
お

専
ら
と
す
、
皇
国
に
至
れ
ば
則
ち
之
に
加
え
和
学
と
俗
用
の
文
を

以
て
、
併
せ
て
之
に
通
じ
る
に
非
ざ
れ
ば
不
可
、
是
れ
故
に
学
を

為
す
の
難
、
皇
国
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
き
な

（
11
）

り

554 法と政治 74巻 2号 （2023年 10月）

中
江
兆
民
の
ロ
ー
マ
字
国
字
化
論

三



学
問
を
す
る
に
あ
た
り
「
西
洋
諸
邦
」
と
「
皇
国
支
那
」
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
難
易
度
が
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、「
西
洋
」
で
は
た

だ
「
二
十
六
の
字
」
さ
え
覚
え
れ
ば
十
分
で
は
あ
る
が
、
「
皇
国
」
や

「
支
那
」
の
場
合
は
「
数
千
」
と
い
う
文
字
に
通
じ
な
け
れ
ば
、
学

問
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
中
国
と
異
な
り
日
本
の
場

合
は
、
漢
字
の
他
に
も
学
ぶ
べ
き
文
字
が
多
く
存
在
す
る
た
め
、

「
学
を
為
す
」
に
あ
た
り
日
本
よ
り
不
都
合
な
国
は
な
い
。
こ
の
よ

う
に
指
摘
し
た
う
え
で
、「
洋
学
は
亦
た
当
今
の
務
め
な
り
、
和
学

に
至
れ
ば
則
ち
今
日
の
人
事
に
関
せ
ず
し
て
、
殆
ど
無
用
に
属
す
、

唯
だ
歌
詞
の
具
と
為
る
の
み
」
と
い
う
。「
洋
学
」
が
急
務
で
あ
る

こ
の
時
代
に
お
い
て
「
和
学
」
は
、
日
常
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
重
視

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
対
象
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
要
す
る
に
、
日
本

に
お
い
て
「
国
語
」
が
安
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
国
語
、
日

び
失
し
て
海
内
の
辞
を
異
に
し
、
言
語
殆
ど
相
い
通
じ
」
な
い
と
い

う
状
態
で
は
、
到
底
「
文
明
国
」
と
称
す
る
に
値
し
な
い
。
こ
う
し

た
流
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、「
皇
国
の
語
、
或

は
変
じ
て
漢
と
為
し
、
或
は
英
と
為
し
仏
と
為
し
蘭
と
為
し
混
雑
磨

滅
す
、
将
に
分
別
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
ら
ん
と
す
」
と
い
う
甚
だ
し

い
事
態
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
国
語
」
の
地
位
を
安

定
さ
せ
る
た
め
に
も
、「
洋
字
を
仮
り
る
」
と
い
う
手
段
以
外
あ
り

得
な
か
っ

（
12
）

た
。
結
局
、
南
部
に
よ
る
建
白
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
も
「
文
字
ヲ
改
換
ス
ル
議
」（
明
治
五
年
）
を
文
部
省
に
建

議
す
る
な
ど
、
ロ
ー
マ
字
の
国
字
化
を
目
指
し
精
力
的
に
活
動
し
続

け
た
。
南
部
は
こ
こ
で
も
、「
西
洋
ノ
文
明
ニ
心
酔
」
す
る
現
状
の

「
人
情
」
に
応
じ
る
た
め
に
も
文
字
の
西
洋
化
、
す
な
わ
ち
「
至
便

ノ
洋
字
ヲ
以
至
不
便
ノ
漢
字
ニ
換
ヘ
」
る
こ
と
を
主
張
す

（
13
）

る
。
こ
こ

で
言
わ
れ
る
「
不
便
」
が
「
漢
字
ノ
多
ク
シ
テ
記
臆
シ
難
」
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
た
よ
う
に
、
漢
字
の
文
字
数
の
多
さ
を
「
吾
国
固
有

ノ
言
辞
」
に
お
け
る
隘
路
と
み
な
す
点
は
「
修
国
語
論
」
か
ら
一
貫

し
て
い
た
と
い
え
よ

（
14
）

う
。

そ
し
て
海
外
へ
の
留
学
経
験
者
で
、
多
く
の
西
洋
語
に
通
じ
て
い

た
人
物
に
よ
る
ロ
ー
マ
字
国
字
化
論
と
し
て
、『
明
六
雑
誌
』
第
一

号
に
掲
載
さ
れ
た
「
洋
字
ヲ
以
テ
国
語
ヲ
書
ス
ル
ノ
論
」（
明
治
七

年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
執
筆
者
は
、
か
つ
て
の
幕
臣
で
幕

末
に
オ
ラ
ン
ダ
に
赴
い
た
経
験
を
有
す
る
西
周
で
あ
る
。
同
稿
で
は
、

日
本
語
で
い
か
に
言
文
一
致
を
実
現
す
る
か
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
固
よ
り
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
を
異
に
す
る
日
本
語
で
、
言

文
一
致
を
達
成
す
る
た
め
に
西
が
提
案
し
た
の
は
、
文
字
を
全
て

「
洋
字
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対

し
て
、「
ロ
ー
マ
字
表
記
の
利
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
ほ
ど
西
の
ロ
ー
マ
字
論
は
浅
薄
」
で
あ
っ
た
と
の
見
方

（
15
）

や
、
西

の
主
張
す
る
言
語
改
革
の
要
は
「
文
字
論
で
は
な
く
、
文
字
改
革
の
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先
に
日
本
語
を
文
明
的
な
言
語
へ
と
改
造
す
る
た
め
の
文
法
構
想
」

で
あ
っ
た
な

（
16
）

ど
、
そ
の
評
価
は
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
着
目
す
る
の
は
、

西
も
ま
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
数
が
漢
字
の
そ
れ
に
比
し
て
少

な
い
た
め
、
学
術
振
興
に
際
し
て
ロ
ー
マ
字
記
述
を

適
と
み
な
し

て
い
た
点
で
あ
る
。
西
は
「
ア
ベ
セ
二
十
六
字
ヲ
知
リ
苟
モ
綴
字
ノ

法
ト
呼
法
ト
ヲ
学
ヘ
ハ
児
女
モ
亦
男
子
ノ
書
ヲ
読
ミ
鄙
夫
モ
君
子
ノ

書
ヲ
読
ミ
且
自
ラ
其
意
見
ヲ
書
ク
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
し

（
17
）

て
、
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
を
庶
民
に
と
っ
て
学
び
や
す
い
文
字
と
み
な
す
。「
児
女
」

や
「
鄙
夫
」
は
難
し
い
漢
字
や
漢
文
で
書
か
れ
た
文
章
の
読
み
書
き

が
で
き
な
い
が
、「
ア
ベ
セ
」、
す
な
わ
ち
「
二
十
六
字
」
か
ら
構
成

さ
れ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
な
ら
ば
「
男
子
ノ
書
」「
君
子
ノ
書
」
を

読
み
、
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
西
に

お
い
て
「
洋
字
」
は
、
漢
字
と
比
べ
て
も
断
然
、
万
人
に
と
っ
て
ア

ク
セ
ス
し
易
い
文
字
で
あ
っ

（
18
）

た
。
漢
字
や
漢
学
は
、「
我
国
ニ
在
テ

ラ

テ

ン

猶
洋
ノ
拉
丁
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
中
学
以
上
」
で
学
ぶ
べ

き
高
等
科
目
で
あ
る
か
ら
、
日
常
語
と
し
て
相
応
し
く
な

（
19
）

い
。
つ
ま

り
漢
字
や
漢
文
を
修
得
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
開
化
に
際
し
も
は
や

不
要
な
技
術
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

西
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
語
の
改
革
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
の
は

「
言
フ
所
書
ク
所
ト
其
法
」
を
同
じ
く
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
言

文
一
致
を
実
現
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
主
張

の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
彼
な
り
の
「
文
章
」
観
念
が
あ
っ
た
。

所
謂
学
ナ
リ
術
ナ
リ
ハ
文
章
有
テ
始
メ
テ
立
ツ
ヘ
シ
、
苟
モ
文
章

ナ
シ
何
ヲ
カ
学
ト
シ
何
ヲ
カ
術
ト
セ
ン
、
文
ハ
貫
道
ノ
器
ナ
リ
ト

古
人
亦
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
然
ル
ニ
今
其
所
謂
我
ノ
文
章
ナ
ル
者
言
フ

所
書
ス
ル
所
其
法
ヲ
異
ニ
シ
テ
言
フ
ヘ
キ
ハ
書
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
書

ス
ヘ
キ
ハ
言
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
是
亦
文
章
中
ノ
愚
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
文

章
中
ノ
一
大
艱
険
ナ

（
20
）

リ

「
文
章
」
と
は
「
学
」
や
「
術
」
を
構
成
さ
せ
て
、
「
道
」
を
表

す
「
器
」
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
語
で
は
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の

「
法
」
を
異
に
す
る
た
め
、「
道
」
を
表
現
す
る
方
法
は
固
よ
り
存
在

し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
西
は
早
く
か
ら
指
摘
し
て
お
り
、
例

え
ば
『
百
学
連
環
』（
明
治
三
年
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
。文

と
道
と
は
元
ト
一
ツ
な
る
も
の
に
し
て
、
文
学
開
ク
と
き
は
道

亦
明
か
な
る
な
り
、
故
に
文
章
の
学
術
に
係
は
る
大
な
り
と
す
、

マ
マ

凡
そ
世
上
文
章
家
た
る
も
の
は
殆
ン
ド
其
道
に
近
き
に
似
た
り
、

マ
マ

韓
退
之
云
ク
文
は
貫
道
の
器
な
り
と
、
文
盛
ん
な
ら
す
ん
ば
道
開

く
る
の
理
な
し
、
貫
道
の
器
と
は
凡
そ
文
章
た
る
も
の
は
道
を

連
貫
し
て
後
世
ま
て
も
伝
へ
る
を
云
ふ
な
り

（
21
）
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韓
愈
の
い
う
「
文
は
貫
道
の
器
な
り
」（
前
出
の
「
古
人
」
も
ま

た
韓
愈
を
指
す
）
を
引
用
し
て
、「
文
」
と
は
「
道
」
を
明
ら
か
に

し
、
後
世
に
伝
え
る
た
め
の
「
器
」
で
あ
る
と
西
は
強
調
す

（
22
）

る
。
ゆ

え
に
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
る
「
洋
字
ヲ
以
テ
国
語
ヲ
書
ス
ル
ノ
論
」

に
お
い
て
も
、「
言
」
と
「
書
」
の
不
一
致
は
「
道
」
を
開
く
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
両
者
の
「
法
」
を
同
一
に
す
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
る
の
で
あ
っ
た
。
言
文
一
致
を
達
成
し
、「
道
」
に
通
じ
る
た
め

に
も
既
存
の
日
本
語
を
刷
新
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
漢
字
を

は
じ
め
と
す
る
「
和
字
」
は
挙
っ
て
「
洋
字
」（
ロ
ー
マ
字
）
に
替

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、「
洋
字
」
に
よ
れ
ば
西
洋
の

原
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
る
た
め
、「
著
述
翻
訳
」
に
あ
た
っ
て

も
造
語
に
頼
ら
ず
に
済
む
こ
と
を
、
西
は
そ
の
利
点
と
し
て
挙
げ
る
。

つ
ま
り
、
西
洋
か
ら
流
入
す
る
制
度
文
物
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
と
並

行
し
て
文
字
も
同
様
に
摂
取
す
る
こ
と
が
、
西
に
と
っ
て
有
意
義
な

文
化
接
触
で
あ
っ
た
（
西
に
よ
る
と
、
古
代
日
本
が
中
華
文
明
を
漢

字
で
摂
取
し
た
事
例
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
捉
え
れ
ば
わ
か
り
や
す

（
23
）

い
）。
西
そ
の
人
が
オ
ラ
ン
ダ
語
や
英
語
な
ど
西
洋
語
を
流
暢
に
操

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
何
よ
り
「
哲
学
」
を
は
じ
め
多
く
の
翻
訳

語
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
彼
の
主
張
は
大
き
な
反

響
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ

（
24
）

た
。

二．

中
江
兆
民
に
お
け
る
「
文
章
」

西
の
「
洋
字
ヲ
以
テ
国
語
ヲ
書
ス
ル
ノ
論
」
は
言
文
一
致
を
実
現

す
る
た
め
に
、「
和
字
」
を
「
洋
字
」（
ロ
ー
マ
字
）
に
替
え
る
こ
と

を
提
案
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
約
三
〇
年
後
、
か
つ
て
の
西
と
同
じ

し
た
た

く
西
洋
思
想
の
紹
介
に
努
め
て
き
た
兆
民
は
、
病
床
で
認
め
た
『
一

年
有
半
』
で
同
様
の
旨
を
開
陳
し
て
み
せ
た
。
ま
ず
兆
民
は
、
日
本

語
の
文
体
に
は
「
漢
文
崩
し
の
体
」「
翻
訳
（
洋
文
）
体
」「
言
文
一

は
べ

け

致
体
」「
侍
り
鳧
り
の
体
」
な
ど
が
あ
り
、「
古
今
何
れ
の
国
に
も

無
」
い
「
錯
雑
」
と
し
た
言
語
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
文
字
に
つ
い

て
は
、
漢
字
の
ほ
か
仮
名
と
し
て
「
草
書
伊
呂
波
」「
片
書
伊
呂
波
」

「
万
葉
」
な
ど
が
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
仮
に
こ
う
し
た
状
況

を
整
理
す
る
な
ら
ば
、「
羅
馬
字
」
で
統
一
す
る
こ
と
が
「

便
利
」

で
あ
る
と
喝
破
す

（
25
）

る
。
具
体
的
な
方
策
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
ロ
ー

マ
字
綴
り
の
教
科
書
を
学
校
で
導
入
し
「
学
生
に
習
熟
」
さ
せ
、

終
的
に
は
「
官
の
公
示
諭
達
の
中
」
に
入
る
こ
と
で
、
日
本
の
文
字

世
界
が
「
久
き
を
経
て
一
変
す
る
」
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
か
く
し

て
日
本
に
お
い
て
も
、「
欧
米
諸
国
即
ち
羅
馬
字
を
用
ゆ
る
諸
国
の

文
」
と
同
様
に
、
現
状
の
多
様
な
文
体
は

終
的
に
「
言
文
一
致
体
」

に
落
ち
着
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

（
26
）

る
。

そ
も
そ
も
兆
民
に
お
い
て
西
洋
思
想
を
紹
介
・
翻
訳
す
る
に
際
し
、
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機
能
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
は
漢
語
で
あ
っ
た
。
粗
末
な
翻
訳

語
を
拵
え
な
く
と
も
、
西
洋
の
言
葉
は
全
て
漢
籍
に
由
来
す
る
語
で

表
現
可
能
で
あ
る
と
の
考
え
を
譲
ら
な
か
っ
た
兆
民
に
と
っ
て
、
漢

学
を
抜
き
に
し
て
西
洋
思
想
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
留
学

先
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
帰
国
後
に
、
漢
学
塾
に
改
め
て
入
り
直
し
修

業
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
自
身
の
主
宰
す
る
仏
学
塾
で
漢
学
を
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
の
反
映
で
も

あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
日
本
語
の
基
盤
は
漢
文
で
あ
る
と
の
秋
水
へ

の
誨
も
併
せ
て
想
起
す
る
な
ら
ば
、
国
字
を
ロ
ー
マ
字
化
し
、
言
文

一
致
を
実
現
す
る
と
い
う
兆
民
の
態
度
は
、
実
に
奇
妙
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
漢
学
が
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
二
〇
世

紀
と
い
う
時
代
の
趨
勢
に
抗
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
あ
る
種
の
諦

め
、
妥
協
の
産
物
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
一

年
有
半
』
で
は
昨
今
の
「
漢
」
の
不
振
と
し
て
「
近
時
漢
語
の
杜
撰
」

さ
が
切
実
な
問
題
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い

（
27
）

た
。
実
用
ば
か
り
に
目
を

奪
わ
れ
漢
学
を
疎
か
に
す
る
風
潮
は
、
間
違
っ
た
漢
字
を
記
載
し
た

書
物
を
増
産
さ
せ
て
も
平
気
で
、
読
者
も
こ
う
し
た
事
態
を
一
向
に

怪
し
ま
な
い
。
昨
今
の
漢
学
の
お
粗
末
さ
に
嘆
い
て
い
た
一
方
で
、

「
疏
率
」
を
犯
さ
な
い
手
本
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
の
が
森
田
思

軒
で
あ
っ
た
。『
一
年
有
半
』
に
は
、「
翻
訳
は
故
森
田
思
軒

も
佳

な
り
」
と
し
て
彼
は
し
ば
し
ば
賞
賛
の
対
象
と
し
て
登
場
す
る
。
そ

れ
は
思
軒
が
「
学
漢
洋
を
兼
て
、
而
し
て
殊
に
漢
学
の
根
底
」
を
有

し
、「
善
く
文
字
を
駆
使
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ
っ

（
28
）

た
。

兆
民
は
、
二
松
学
舎
で
の
漢
学
修
業
時
代
に
三
島
中
洲
か
ら
与
え
ら

れ
た
「
学
兼
漢
洋
者
」
と
の
讃
を
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
重
大
な
命

題
と
み
な
し
、
い
ま
や
そ
の
称
号
を
思
軒
に
冠
す
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、『
一
年
有
半
』
で
ロ
ー
マ
字
論
を
説
く
と
は
い

え
、
依
然
と
し
て
文
章
の
研
鑽
に
あ
た
り
「
漢
」
の
素
養
は
重
要
視

さ
れ
て
い

（
29
）

た
。
そ
も
そ
も
伝
統
的
に
「
文
章
」
と
は
、『
論
語
』
の

「
子
貢
曰
わ
く
、
夫
子
の
文
章
は
、
得
て
聞
く
べ
き
也
。
夫
子
の
性

と
天
道
と
を
言
う
は
、
得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
也
」
の
よ
う
に
、
普

段
用
い
る
文
章
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
「
礼
、
楽
、
と
い
う
文
化

的
な
行
為
を
、
ひ
ろ
く
二
字
の
中
に
含
む
」
と
い
う
観
念
が
あ
っ（

30
）

た
。

朱
熹
は
『
論
語
集
注
』
に
お
い
て
こ
の
「
文
章
」
を
、
徳
の
現
れ
で

単
に
「
文
辞
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
「
威
儀
」
を
も
含
む

「
そ
の
全
人
格
的
内
面
の
顕
れ
を
も
意
味
」
す
る
と
解
説
す

（
31
）

る
。
つ

ま
り
、
儒
学
の
文
脈
で
「
文
章
」
と
は
、
書
き
手
自
身
の
人
格
を
反

映
さ
せ
る
装
置
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
晩
年
に
「
文
章
経
国
大
業
、

不
朽
盛
事
」
の
揮
毫
を
秋
水
に
与
え
、「
文
章
に
よ
る
永
遠
の
崇
敬

を
獲
得
す
る
こ
と
」
が
「
中
華
の
士
大
夫
に
と
っ
て
無
上
の
光
栄
で

あ
っ
た
」
と
の
考
え
を
有
し
て
い
た
兆
民
に
と
っ

（
32
）

て
、
昨
今
の
漢

語
・
漢
学
を
軽
視
す
る
風
潮
は
、
書
き
手
の
「
徳
」
そ
の
も
の
へ
の
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懐
疑
に
繋
が
る
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
つ
て
仏
学

塾
を
主
宰
し
て
い
た
兆
民
に
と
っ
て
、
西
洋
語
の
学
習
も
ま
た
否
定

の
対
象
に
は
な
り
得
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
修
得
を
積
極
的
に
推
奨

し
て
い
た
。「
A.
B.
C.
」（
明
治
二
〇
年
）
と
い
う
国
会
に
参
与
す
る

に
あ
た
っ
て
の
心
得
を
説
い
た
論
説
で
は
、「
眼
に
（
A.
B.
C.
）
無

き
者
は
今
日
先
々
は
政
事
に
も
文
芸
に
も
技
術
に
も
農
工
商
売
の
業

に
も
物
の
役
に
立
た
ぬ
」
と
説
き
、「
泰
西
的
文
明
を
模
範
」
と
す

る
た
め
に
も
西
洋
語
を
学
習
す
る
意
義
を
説
い
て
い
た
。
近
い
将
来

に
国
会
が
開
き
、
議
員
た
ろ
う
と
す
る
人
々
を
主
に
念
頭
に
、「
A.

B.
C.
の
文
字
を
読
み
得
、
A.
B.
C.
の
文
字
に
て
組
立
た
る
書
物
を
読

み
得
此
等
書
物
に
論
述
し
た
る
意
義
を
解
し
得
ぬ
物
体
は
ト
テ
モ
重

立
ち
た
る
役
に
は
立
た
」
な
い
と
警
句
を
発
し
て
い

（
33
）

た
。

こ
の
よ
う
に
兆
民
は
欧
文
か
漢
文
か
と
い
う
二
者
択
一
に
拘
泥
す

る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
立
場
に
も
身
を
置
い
た
う
え
で
そ
の
意

義
を
説
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
語
と
し
て
の
「
翻
訳
」「
議
論
時

文
」
の
み
な
ら
ず
、「
欧
洲
人
文
章
」
な
ど
を
含
め
、
い
ず
れ
も
克

服
さ
れ
る
べ
き
文
体
と
は
考
え
な

（
34
）

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

に
身
を
置
き
な
が
ら
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
物
事
を
観
察
す
る
姿
勢
が

兆
民
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
思
想
的
営
為
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
姿

勢
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
作
品
と
し
て
『
三
酔
人
』
は
し
ば
し
ば
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
互
い
に
異
な
る
主
義
・
主
張
の
「
戦
争
」
を

展
開
し
て
い
た
「
南
海
先
生
」「
洋
学
紳
士
」「
東
洋
豪
傑
」
は
、
蘇

峰
が
評
す
る
よ
う
に
、「
一
兆
民
居
士
の
身
分
」
に
他
な
ら
な
か
っ

（
35
）

た
。
た
だ
し
、
異
な
る
意
見
を
有
す
る
者
同
士
に
よ
っ
て
討
論
す
る

こ
と
の
重
要
性
は
、『
社
会
契
約
論
』
の
漢
訳
『
訳
解
』
で
既
に
示

唆
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、『
三
酔
人
』
に
先
立
ち
、
様
々
な
意
見

が
存
在
す
る
こ
と
の
意
義
は
、『
訳
解
』
に
お
い
て
、
西
洋
思
想
と

兆
民
の
思
想
の
根
幹
に
あ
っ
た
儒
学
に
基
づ
き
精
緻
に
理
論
化
さ
れ

て
い
た
。

三．

『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
「
両
端
」
と
「
中
」

近
代
小
説
の
成
立
に
貢
献
し
た
坪
内
逍
遥
は
晩
年
に
、
西
周
と
兆

民
の
著
作
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
た
興
味
深
い
言
を
残
し
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
明
治
第
一
期
の
文
化
の
尖
端
を
代
表
し
て
ゐ

た
雑
誌
は
『
明
六
雑
誌
』
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
い
い
。
其
中
で
も

文
体
の
事
で
極
左
的
で
あ
つ
た
の
は
、
其
第
一
号
で
、「
洋
字
ヲ

以
テ
国
語
ヲ
書
ス
ル
ノ
論
」
を
発
表
し
た
西
周
で
あ
る
。
彼
れ
は

明
治
七
年
に
『
百
一
新
論
』
と
い
ふ
を
出
版
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

は
全
部
が
平
田
篤
胤
式
の
ゴ
ザ
ル
、
ゴ
サ
ラ
ウ
式
の
口
語
体
で
、

例
の
円
朝
物
の
筆
記
以
外
に
於
け
る

先
の
言
文
一
致
で
あ
つ
た

ら
う
と
思
ふ
。
同
十
五
年
ご
ろ
に
出
版
に
な
つ
た
中
江
兆
民
の

八
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『
民
約
訳
解
』
が
全
部
漢
文
訳
で
あ
つ
た
の
に
比
べ
て
、
如
何
に

西
が
文
体
上
に
於
て
急
進
で
あ
つ
た
か
が
想
は
れ
る
で
は
な
い

か
（
36
）

？
「
ゴ
ザ
ル
」
調
（『
百
一
新
論
』）
を
用
い
て
言
文
一
致
を
図
っ
た

西
の
姿
勢
が
、『
訳
解
』
の
漢
訳
と
比
し
て
い
か
に
「
極
左
」
で

「
急
進
」
で
あ
っ
た
か
を
逍
遥
は
強
調
す

（
37
）

る
。
一
方
で
兆
民
は
、
ル

ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
を
漢
訳
す
る
と
い
う
当
時
に
お
い
て
も
異

例
な
方
法
で
訳
出
を
試
み
て
い
た
。
ゆ
え
に
彼
は
「
東�

洋�

の�

ル
ソ
ー
」

と
称
さ
れ
る
に
相
応
し
い
が
、
そ
れ
は
『
訳
解
』
が
原
著
の
忠
実
な

翻
訳
で
あ
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
こ
の
点
が
顕
著
に

確
認
さ
れ
る
の
は
、
兆
民
と
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
に
対
す
る
捉
え
方

の
差
異
で
あ
る
。

衆
志
と
衆
人
の
志
と
は
、
大
い
に
相
い
異
な
る
も
の
有
り
。
請
う
、

之
を
明
か
に
す
る
を
得
ん
。
衆
志
な
る
も
の
は
、
衆
人
の
共
に
然

り
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
衆
人
の
志
な
る
も
の
は
、
衆
人
の
自
か

ら
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
故
に
衆
志
な
る
も
の
は
常
に
公
に

趨
り
、
而
し
て
衆
人
の
志
な
る
も
の
は
常
に
私
に
趨
る
。
然
り
と

雖
も
、
所
謂
る
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い

て
之
を
得
。
何
を
以
て
之
を
言
う
や
。
蓋
し
衆
人
は
皆
な
其
の
私

を
挟
ん
で
以
て
議
に
臨
む
。
云
う
と
こ
ろ
の
衆
人
の
志
な
り
。
而

し
て
此
の
中
、
必
ず
両
端
在
る
有
り
。

も
急
な
る
も
の
と

も

緩
な
る
も
の
、

も
激
な
る
も
の
と

も
和
な
る
も
の
の
謂
な
り
。

此
の
二
者
は
、
勢
か
な
ら
ず
相
い
容
れ
ず
。
二
者
あ
い
容
れ
ざ
れ

ば
、
則
ち
中
な
る
も
の
の
必
ず
将
に
そ
の
間
に
出
で
ん
と
す
。
是

れ
乃
ち
衆
志
の
存
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
吾
れ
故
に
曰
く
「
衆
志
な

る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得
」

（
38
）

と
。

兆
民
は
、volonté

de
tous

（
全
体
意
志
）
に
「
衆
人
の
志
」
、vo-

lonté
générale

（
一
般
意
志
）
に
「
衆
志
」
と
あ
て
、「
衆
志
と
衆

人
の
志
と
は
、
大
い
に
相
い
異
な
る
」
も
の
で
あ
る
と
断
る
。
そ
の

う
え
で
、「
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之

を
得
」
と
し
て
、「
衆
志
」
は
「
衆
人
の
志
の
中
」
で
あ
る
と
定
義

さ
れ
る
。
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
「
中
」
は
『
中
庸
』
に
由
来
す（

39
）

る
。

『
論
語
』
や
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
体
系
的
な

道
徳
論
が
記
載
さ
れ
て
い
る
『
中
庸
』

（
40
）

は
、
朱
熹
に
よ
っ
て
四
書
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
た
よ
う
に
朱
子
学
で
は
非
常
に
重
視
さ
れ
る
文
献

で
あ
る
。
朱
熹
に
よ
る
と
「
中
」
と
は
、「
不
偏
不
倚
」
で
「
過
ぎ

た
る
と
及
ば
ざ
る
と
の
無
い
こ
と
」
を
意
味
す

（
41
）

る
。
兆
民
は
、『
中

庸
』
に
由
来
す
る
「
中
」
の
概
念
を
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
に
結
び
つ

け
る
こ
と
で
、
一
般
意
志
（「
衆
志
」）
を
人
々
の
利
益
の
集
合
で
あ
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る
全
体
意
志
（「
衆
人
の
志
」）
の
「
中
」
と
表
現
す
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
理
解
は
、
一
般
意
志
と
全
体
意
志
と
の
関
係
を
曖
昧
に
し

て
い
た
原
著
の
内
容
と
は
異
な

（
42
）

る
。
そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
は
、
一
般
意

志
を
見
出
す
主
体
が
人
民
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
な
か
っ
た
。『
社

会
契
約
論
』
の
「
法
に
つ
い
て
」（D

e
la
loi

）
で
は
、
盲
目
な
大

衆
は
自
分
に
と
っ
て
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な

い
た
め
、「
偉
大
で
困
難
な
事
業
で
あ
る
立
法
組
織
」、
す
な
わ
ち
一

般
意
志
の
形
成
は
不
可
能
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い

（
43
）

た
。
彼
ら
大
衆

は
、
全
体
意
志
や
特
殊
意
志
の
よ
う
な
利
益
（intérêt

）
を
追
求
す

る
に
留
ま
り
、
共
通
善
（bien

com
m
un

）
た
る
一
般
意
志
を
求
め

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

（
44
）

た
。
そ
の
際
に
、
人
民
に
一
般
意
志
を
示
す

存
在
と
し
て
「
立
法
者
」（Législateur

）
が
突
如
と
し
て
要
請
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
人
民
自
身
の
力
の
み
で
一
般
意
志
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
ル
ソ
ー
は
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
兆
民

訳
は
、
一
般
意
志
の
獲
得
主
体
を
「
衆
人
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
に

あ
た
り
、
各
々
が
「
私
を
挟
ん
で
以
て
議
に
臨
む
」
こ
と
を
そ
の
根

拠
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、「

も
急
な
る
も
の
と

も
緩
な
る
も
の
」、
あ
る
い
は
「

も
激
な
る
も
の
と

も
和
な

る
も
の
」
と
い
う
、
本
来
な
ら
ば
相
容
れ
る
こ
と
の
な
い
「
両
端
」

同
士
が
「
議
」
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
双
方
の
な
か
に
存
す
る
「
私
」

は
浄
化
さ
れ
、
ひ
い
て
は
「
公
」
た
る
「
中
」
に
帰
着
す
る
。
こ
こ

で
兆
民
が
駆
使
す
る
「
両
端
」
と
「
中
」
は
、『
中
庸
』
の
「
舜
は

其
れ
大
知
な
る
か
な
。
舜
は
問
う
と
こ
ろ
を
好
み
、
邇
言
を
察
す
る

こ
と
を
好
み
、
悪
を
隠
し
て
善
を
揚
げ
、
其
の
両
端
を
執
り
て
其
の

中
を
民
に
用
う
、
其
れ
斯
れ
以
て
舜
と
為
す

（
45
）

か
」
に
由
来
す
る
。
朱

熹
に
よ
る
と
「
両
端
」
と
は
、
有
象
無
象
の
意
見
が
存
す
る
場
合
、

結
局
そ
れ
を
お
し
つ
め
た
形
で
捉
え
た
甲
か
非
甲
か
の
二
つ
の
端
を

意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
両
端
」
か
ら
派
生
す
る
「
中
」
は
機
械

的
な
真
ん
中
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
一
箇
の
恰
好
の
処
」
を
指（

46
）

す
。

つ
ま
り
、
過
と
不
及
が
入
り
混
じ
る
諸
々
の
民
の
意
見
を
突
き
詰
め

る
と
「
両
端
」
に
行
き
着
く
た
め
、
聖
人
は
そ
こ
か
ら
「
中
」
を
導

出
す
る
に
あ
た
り
世
論
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ゆ
え

に
、
こ
う
し
た
事
業
は
庶
民
に
は
難
し
く
、
専
ら
聖
人
・
君
子
の
務

め
と
さ
れ

（
47
）

た
。
ま
た
、『
書
経
』
に
は
「
允
に
其
の
中
を
執
れ
」
と

あ
る
よ
う
に
、
固
よ
り
儒
学
で
理
想
的
な
政
治
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る

唐
虞
の
時
代
に
貫
徹
す
る
格
率
が
、「
中
」
に
他
な
ら
な
か
っ

（
48
）

た
。

「
允
に
其
の
中
を
執
れ
」
と
は
、
堯
が
舜
に
王
座
を
譲
る
際
に
発
し

た
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、「
中
」
を
「
執
」
る
こ
と
は
民
で

は
な
く
、
理
想
的
な
政
治
を
行
う
聖
人
の
役
割
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ

（
49
）

た
。
兆
民
は
こ
う
し
た
儒
学
の
議
論
を
逆
手
に
と
り
、
本
来
の
文
脈

で
の
聖
人
・
君
子
像
を
「
民
」
に
投
影
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
「
民
」
こ

そ
が
「
中
」
を
獲
得
す
る
主
体
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
身
と

一
〇
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は
異
な
る
意
見
の
存
在
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
「
討
議
」
の
契
機
が
、

「
中
」
と
い
う

善
を
獲
得
す
る
根
拠
と
し
て
欠
か
せ
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
ル
ソ
ー
は
、
過
半
数
を
占
め
た
「
賛
成
票
」
を
重
視
す
る

多
数
決
で
は
な
く
、「
反
対
票
」
の
存
在
が
一
般
意
志
導
出
に
際
し

不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い

（
50
）

た
。
兆
民
も
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
唯

だ
衆
囂
々
と
し
て
其
の
所
見
を
執
り
、
議
を
持
す
る
の
多
寡
に
由

わ
ず
か

り
て
纔
に
決
す
る
」
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、
議
論
に
お
け
る
多
数

が
「
公
志
」（
一
般
意
志
）
で
は
な
い
と
断
言
し
て
い
た
。「
衆
議
に

貴
ぶ
所
の
も
の
」
を
多
数
決
に
求
め
な
い
点
に
お
い
て
ル
ソ
ー
と
共

通
す
る
と
は
い
え
、
兆
民
は
原
著
が
留
保
し
て
い
た
「
討
議
」

（délibération

）
に
、「
公
志
の
存
す
る
と
こ
ろ
」
を
見
出
す
営
為

と
し
て
期
待
す
る
の
で
あ
っ

（
51
）

た
。
ゆ
え
に
『
訳
解
』
は
、『
社
会
契

約
論
』
が
曖
昧
に
し
て
い
た
「
討
議
」
の
契
機
を
次
の
よ
う
に
積
極

的
に
定
置
し
て
い
た
。

衆
あ
い
会
し
て
事
条
を
討
議
す
る
に
、
皆
な
予
め
時
務
の
需
む
る

と
こ
ろ
を
知
り
、
而
し
て
初
め
よ
り
私
に
相
い
約
す
る
と
こ
ろ
な

け
れ
ば
、
則
ち
其
の
議
を
発
す
る
、
必
ず
各
お
の
己
が
志
を
尽
す
。

各
お
の
己
が
志
を
尽
せ
ば
、
則
ち
其
の
見
る
と
こ
ろ
、
必
ず
小
異

同
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
而
し
て
此
の
小
異
同
中
、
必
ず
協
賛
を
得

る
こ
と

も
多
き
も
の
有
り
て
、
以
て
公
志
の
存
す
る
と
こ
ろ
を

知
る
に
足
る
。
此
の
如
く
な
れ
ば
、
議
は
常
に
中
正
を
得
て
、
失

錯
或
る
こ
と
無
し
、
是
を
之
れ
議
事
の
正
法
と
謂
う
な

（
52
）

り
。

異
な
る
意
見
を
有
す
る
人
々
同
士
の
討
論
を
積
極
的
に
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
公
志
」（
一
般
意
志
）
は
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
私
的

な
動
機
で
議
論
に
参
加
し
、
各
々
の
忌
憚
の
な
い
意
見
表
明
に
よ
っ

て
「
公
志
」
を
見
出
し
得
た
な
ら
ば
、
こ
の
「
討
議
」
は
「
中
正
」

に
適
う
「
議
事
の
正
法
」
と
称
さ
れ
る
に
相
応
し
い
。
相
容
れ
な
い

者
同
士
に
よ
る
「
討
議
」
を
通
じ
て
は
じ
め
て
「
中
」
が
出
来
す
る

と
み
な
す
兆
民
は
、
反
論
・
異
説
を
伴
わ
な
い
意
見
や
、
皆
が
付
和

雷
同
す
る
主
張
を
認
め
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
討
議
」
を
経
ず
「
立
法

者
」
が
一
方
的
に
示
すvolonté

générale

も
ま
た
、
容
認
さ
れ
な

か
っ

（
53
）

た
。
つ
ま
り
「
民
」
自
身
の
主
体
的
な
「
討
議
」
に
重
き
を
置

く
兆
民
に
と
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
立
法
者
」
は
ほ
と
ん
ど
意
味

を
な
さ
な
い
存
在
と
な
っ
た
。
な
お
こ
の
点
は
、
後
の
『
平
民
の
目

さ
ま
し
』（
明
治
二
〇
年
）
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
る
論
点
で
あ
っ

た
。何

事
に
就
て
も
道
理
は
唯
一
箇
な
れ
ど
も
夫
れ
が
中
々
急
に
見
出

し
難
き
が
故
に
、
甲
乙
丙
丁
と
種
々
の
党
派
が
競
ふ
て
張
り
合
ひ

な

か

言
ひ
合
ふ
て
互
に
穿
鑿
す
る
と
き
は
、
其
中
央
か
ら
彼
の
道
理
が
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追
々
と
頭
を
昴
げ
て
人
々
の
目
に
留
ま
る
様
に
成
る
事
も
有
る
可

し
、
左
は
無
く
し
て
、
一
人
の
智
慧
者
が
何
か
一
言
を
吐
く
度
毎

に
大
勢
の
人
が
皆
同
意
し
て
少
も
言
ひ
合
ふ
事
が
無
き
に
於
て
は
、

ま

こ

と

真
個
の
道
理
は
出
て
来
る
手
掛
が
無
き
な

（
54
）

り

「
政
事
と
ゆ
ふ
物
は
随
分
錯
雑
た
る
も
の
故
、
彼
の
事
は
ど
ふ
す

る
が
佳
し
此
事
は
ど
ふ
す
る
が
宜
し
と
人
々
の
意
見
が
色
々
違
ふ
こ

と
は
已
む
を
得
」
な
い
な
ら

（
55
）

ば
、
討
論
こ
そ
「
真
理
」
に
到
達
す
る

唯
一
の
手
段
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
競
ふ
て
張
り
合
ひ
言
ひ
合

ふ
て
互
に
穿
鑿
す
る
」
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
「
彼
の
道
理
が
追
々
と

頭
を
昴
げ
て
人
々
の
目
に
留
ま
る
様
に
成
る
」
こ
と
か
ら
、
双
方
向

ま

こ

と

的
な
討
論
は
「
真
個
の
道
理
」
を
も
た
ら
す
。
こ
の
一
節
は
、「
討

議
」
を
通
じ
て
成
立
す
る
『
訳
解
』
に
お
け
る
命
題
「
衆
志
な
る
も

の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得
」
を
想
起
さ
せ
る
。

他
方
、「
一
人
の
智
慧
者
」
が
導
き
出
し
た
意
見
に
み
な
が
付
和
雷

同
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
真
個
の
道
理
」
た
り
得
な
い
。
ル
ソ
ー

の
い
う
「
立
法
者
」、
あ
る
い
は
「
智
慧
者
」
の
よ
う
な
超
越
者
に

頼
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
利
害
を
有
す
る
各
々
が
、
忌
憚
の
な
い

討
論
を
通
じ
て
「
道
理
」
は
獲
得
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
自
身
と
は
異
な
る
意
見
を
有
す
る
他
者
の
存
在
と
、
そ

れ
と
の
討
論
を
通
じ
て
一
つ
の
「
道
理
」
を
得
よ
う
と
す
る
兆
民
の

思
惟
方
法
は
、『
平
民
の
目
さ
ま
し
』
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
『
三

酔
人
』
に
お
い
て
さ
ら
に
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

四．

『
一
年
有
半
』
に
お
け
る
ロ
ー
マ
字
論
の
意
義

酒
を
飲
み
な
が
ら
各
自
の
意
見
を
互
い
に
表
明
し
合
っ
た
「
洋
学

紳
士
」
と
「
東
洋
豪
傑
」
は
、
そ
の
談
議
の
終
盤
、
「
南
海
先
生
」
に

「
邦
家
将
来
の
経
綸
」
に
関
す
る
所
見
を
求
め
た
。「
南
海
先
生
」
は

こ
れ
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
二
人
に
披
歴
し
て
み
せ
た
。

唯
立
憲
の
制
を
設
け
、
上
は
皇
上
の
尊
栄
を
張
り
下
は
万
民
の
福

祉
を
増
し
上
下
両
議
院
を
置
き
、
上
院
義
士
は
貴
族
を
以
て
之
に

充
て
て
世
々
相
承
け
し
め
下
院
義
士
は
選
挙
法
を
用
ひ
て
之
を
取

る
是
の
み
、【
中
略
】
是
は
則
ち
一
時
談
論
の
遽
に
言
ひ
尽
す
所

に
非
ざ
る
な
り
、
外
交
の
旨
趣
に
至
り
て
は
務
て
好
和
を
主
と
し
、

国
体
を
毀
損
す
る
に
至
ら
ざ
る
よ
り
は
決
て
威
を
張
り
武
を
宣
ぶ

る
こ
と
を
為
す
こ
と
無
く
、
言
論
、
出
版
、
諸
種
の
規
条
は
漸
次

に
之
を
寛
に
し
、
脅
威
教
育
の
務
工
商
の
業
は
漸
次
に
之
を
張
る

等
な

（
56
）

り

こ
れ
に
対
し
て
二
人
は
、「
先
生
」
の
持
論
に
特
有
な
「
奇
」
が

み
ら
れ
ず
、「
児
童
走
卒
」
さ
え
も
知
っ
て
い
る
陳
腐
な
言
と
嘲
笑

一
二

研
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す
る
。
一
方
「
先
生
」
は
、「
邦
家
百
年
の
大
計
」
を
論
ず
る
に
あ

た
り
「
豈
専
ら
奇
を
標
し
新
を
掲
げ
て
以
て
快
と
為
す
こ
と
を
得
ん

や
」
と
弁
明
す
る
が
、
二
人
は
「
先
生
」
の
「
胡
麻
化
し
」
に
肩
透

か
し
を
受
け
る
か
た
ち
で
暇
を
乞
う

（
57
）

た
。
し
か
し
、「
南
海
先
生
」
に

と
っ
て
先
の
自
身
の
見
解
が
、
目
の
前
で
展
開
さ
れ
て
い
た
異
な
る

意
見
を
有
す
る
者
同
士
の
意
見
表
明
と
談
議
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
な

ら
ば
、「
奇
」
や
「
新
」
で
も
な
い
「
児
童
走
卒
」
で
さ
え
も
分
か

る
卑
近
な
意
味
内
容
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
か
っ
た
。
蘇
峰
が
喝
破
し

て
い
た
よ
う
に
、「
撞
着
、

挌
」
な
主
義
・
主
張
を
あ
え
て
設
定

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
意
見
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
『
三
酔
人
』

の
「
本
領
」
で
あ
っ
た
な
ら

（
58
）

ば
、「
南
海
先
生
」
か
ら
み
れ
ば
自
身

の
意
見
は
、「
幾
多
反
対
の
要
素
」
に
よ
る
「
戦
争
」
に
よ
っ
て
得

た
、
あ
る
種
の

善
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
『
三
酔
人
』
と
は
、

「
両
端
」
の
設
定
と
「
討
議
」
を
通
じ
た
「
中
」
の
獲
得
を
主
張
し

て
い
た
『
訳
解
』
の
思
想
を
応
用
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
特
定
の
見

地
か
ら
他
者
を
論
破
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
意
見

を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
有
意
義
な
営
為
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
著
者

兆
民
が
『
三
酔
人
』
の
登
場
人
物
の
う
ち
い
ず
れ
に
与
し
て
い
た
の

か
と
い
う
問
い
は
、
も
は
や
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
兆
民
の
主
著
と
ま
で
称
さ
れ
る
『
三
酔
人
』
は
売
れ
な

か
っ

（
59
）

た
。
蘇
峰
は
「
面
白
き
趣
向
な
り
、
併
し
素
人
に
は
、
解
か
ら

ぬ
」
と
い
う
井
上
毅
の
感
想
を
引
き
な
が
ら
、『
三
酔
人
』
が
実
際

に
売
れ
な
か
っ
た
と
回
想
し
て
い

（
60
）

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
単
に
内
容

面
の
み
な
ら
ず
同
書
の
文
体
に
も
要
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
明

治
初
年
の
問
答
形
式
の
著
作
、
例
え
ば
加
藤
弘
之
『
交
易
問
答
』

（
明
治
二
年
）
や
西
周
『
百
一
新
論
』（
明
治
七
年
）
は
、
い
ず
れ
も

ゴ
ザ
ル
調
と
い
う
平
易
な
言
文
一
致
体
で
書
か
れ
て
い
た
。
演
出
上
、

口
語
体
の
体
裁
を
と
っ
て
も
構
わ
な
か
っ
た
『
三
酔
人
』
は
、
し
か

し
な
が
ら
漢
文
崩
し
体
で
書
か
れ
、
し
か
も
非
常
に
難
解
な
漢
語
が

駆
使
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
同
じ
く
問
答
形
式
で
議
論
を
展
開
さ

せ
て
い
た
『
平
民
の
目
さ
ま
し
』
に
お
い
て
は
、
漢
字
に
ル
ビ
を
施

し
、
さ
ら
に
は
「
ま
す
」
や
「
ジ
ャ
」
を
語
尾
に
お
く
言
文
一
致
体

を
採
用
し
て
い

（
61
）

た
。『
平
民
の
目
さ
ま
し
』
が
刊
行
後
の
一
年
半
の

う
ち
に
五
回
も
版
を
重
ね
て
い
た
こ
と
を
思
う
な

（
62
）

ら
、『
三
酔
人
』

の
難
解
な
文
体
は
、
多
く
の
読
者
を
持
ち
得
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
、
世
に
媚
び
る
こ
と
を
拒
否
し
売

れ
る
よ
う
な
著
作
を
書
く
気
の
な
か
っ
た
兆
民
に
と
っ

（
63
）

て
、「
文
章
」

の
研
鑽
に
あ
た
り
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
漢
文
や
漢
文
崩
し
体
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
章
観
を
有
し
て
い
た
人
物
が
そ
の
晩
年
に
、

『
一
年
有
半
』
で
ロ
ー
マ
字
の
国
字
化
と
そ
れ
に
基
づ
く
言
文
一
致

を
主
唱
し
た
の
は
、
桑
原
武
夫
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
た
し
か
に

「
矛
盾
」
で
あ
る
。
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一
方
で
、
こ
の
『
一
年
有
半
』
は
『
訳
解
』
や
『
三
酔
人
』
と
は

異
な
り
、
兆
民
の
著
作
で
は
異
例
の
売
上
を
記
録
し
た
。
発
売
当
初

か
ら
予
想
以
上
の
反
響
が
あ
っ
た
同
書
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
書

評
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
に
、
兆
民
と
同
じ
時
期

に
闘
病
し
て
い
た
正
岡
子
規
が
い
た
。
子
規
は
、
兆
民
よ
り
年
齢
も

知
識
も
劣
る
と
謙
遜
す
る
一
方
で
、「
病
気
の
上
に
於
て
は
予
の
方

が
慥
に
先
輩
」
で
あ
り
、「
死
に
か
か
つ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
両

方
同
じ
」
で
あ
る
か
ら
「
一
年
有
半
を
罵
倒
す
る
資
格
」
が
あ
る
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
一
年
有
半
」
を
罵
倒
す
る
程
の
資
格
が
あ
る
な
ら
ば
罵
倒
し
て

見
よ
と
言
は
れ
た
と
こ
ろ
で
何
も
罵
倒
す
る
程
の
書
物
で
も
無
い
。

さ
れ
ば
と
言
つ
て
固
よ
り
真
面
目
に
な
つ
て
ほ
め
る
程
の
も
の
で

も
な
い
。
評
は
一
言
で
尽
き
る
。
平
凡
浅

（
64
）

薄
。

子
規
は
『
一
年
有
半
』
が
「
平
凡
浅
薄
」
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返

し
強
調
し
た
う
え
で
、「
兆
民
居
士
は
今
迄
奇
行
的
の
人
」
と
し
て

世
間
に
思
わ
れ
て
お
り
、「
奇
行
的
の
人
が
平
凡
な
議
論
を
す
る
の

は
嘘
つ
き
が
た
ま
た
ま
真
面
目
な
話
を
し
た
や
う
で
何
だ
か
人
を
し

て
半
信
半
疑
な
ら
し
め
る
」
と
、
実
に
手
厳
し
い
批
判
を
展
開
す
る
。

こ
れ
は
『
一
年
有
半
』
の
総
評
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
こ
で
開
陳

さ
れ
る
ロ
ー
マ
字
論
に
関
し
て
も
、
先
行
研
究
が
述
べ
て
い
た
よ
う

に
「
平
凡
浅
薄
」
で
あ
り
、
か
つ
あ
れ
ほ
ど
漢
文
に
固
執
し
て
い
た

人
物
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
と
は
に
わ
か
に
信
じ
難
い
「
半
信

半
疑
」
な
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
子
規
の
感
想
は
こ
こ
に
お
い
て

も
通
用
す
る
。
し
か
し
、『
訳
解
』
以
来
の
兆
民
に
お
け
る
思
惟
方

法
の
根
幹
に
あ
っ
た
「
中
」
概
念
に
基
づ
け
ば
、『
一
年
有
半
』
の

ロ
ー
マ
字
論
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
よ
き
文
章
を
見
出
す
た
め
に
は
「
漢
文
」
の
研
鑽
の
み
で
は

な
く
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
文
体
で
あ
る
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
言
文

一
致
体
を
他
方
の
極
と
し
て
、『
三
酔
人
』
の
演
出
の
如
く
、
互
い

に
突
き
合
わ
せ
る
た
め
に
あ
え
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
内
容
が
、
た
と
え
「
南
海
先
生
」
の

結
論
の
よ
う
に
新
奇
で
な
く
と
も
構
わ
な
い
。
異
説
の
い
ず
れ
か
一

方
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
一
つ
の
意
見
に
拘
泥
す
る

こ
と
も
な
く
、「
両
端
」
を
設
け
た
う
え
で
各
々
の
立
場
か
ら
思
索

し
、
討
論
す
る
こ
と
自
体
が
、
兆
民
に
と
っ
て
有
意
義
な
思
想
営
為

で
あ
っ
た
。

兆
民
に
よ
る
あ
る
べ
き
「
文
章
」
の
詮
索
は
、
そ
の
後
も
続
け
ら

れ
た
。『
一
年
有
半
』
の
続
編
で
、
兆
民
が

後
の
力
を
振
り
絞
り

無
神
無
霊
魂
説
、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
カ
ヱ
ニ
ス
ム
」
を
開
陳
さ
せ
た

『
続
一
年
有
半
』
は
、
奇
妙
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
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前
著
で
主
張
さ
れ
て
い
た
（
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
）
言
文
一
致
体
で
も
、

漢
文
（
崩
し
）
体
で
も
な
く
、
彼
の
著
作
中
で
は
唯
一
の
口
語
体
風

文
章
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
末
に
「
有
る
」「
無
い
」
と

置
く
口
語
体
で
あ
る
一
方
で
、
語
句
の
使
い
方
は
文
語
調
の
た
め
純

然
た
る
口
語
体
で
も
な
い
文
体
の
こ
と
を
謂

（
65
）

う
。
例
え
ば
、『
続
一

年
有
半
』
の
草
稿
を
瞥
見
す
る
に
、
も
と
も
と
秋
水
が
清
書
し
て
い

た
「
此
間
よ
り
一
の
ナ
カ
ヱ
ニ
ス
ム
を
組
織
す
る
有
ら
ば
、
幸
甚
と

云
ふ
の
み
」
と
い
う

後
の
一
節
は
、
兆
民
に
よ
っ
て
「
此
間
よ
り

一
の
ナ
カ
ヱ
ニ
ス
ム
を
組
織
す
る
こ
と
が
有
る
な
ら
ば
、
著
者
に
取

て
本
懐
の
至
り
で
有
る
」
の
よ
う
に
朱
書
き
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
比

較
的
平
易
な
文
体
へ
の
志
向
は
、
兆
民
が
こ
れ
ま
で
抱
い
て
き
た
文

章
観
か
ら
の
大
き
な
転
換
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
実
際
に
、
固
よ
り
学
術
書
を
漢
文
や
漢
文
崩
し
体
で
書
い
て
い

た
兆
民

（
66
）

が
、
こ
う
し
た
文
体
を
用
い
た
理
由
に
つ
い
て
松
永
昌
三
は
、

「
兆
民
の
発
意
に
よ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
秋

水
が
清
書
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
て
彼
の
発
意
で
あ
る
、
と

推
定
し
て
い

（
67
）

る
。
同
氏
は
ま
た
、「
哲
学
書
だ
か
ら
分
か
り
易
い
記

述
方
法
を
工
夫
し
た
」
と
も
み
な
し
得
る
と
も
い
う
。
た
し
か
に
、

『
一
年
有
半
』
の
異
例
の
売
上
は
、『
続
一
年
有
半
』
を
比
較
的
易
し

い
文
体
で
書
く
こ
と
を
心
が
け
さ
せ
た
動
機
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
前
著
で
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
言
文
一
致
の
意
義
を
志
向

し
て
お
き
な
が
ら
、『
続
一
年
有
半
』
で
こ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た

こ
と
は
、
兆
民
が
、
様
々
な
観
点
に
立
ち
物
事
を
追
窮
す
る
意
義
を

死
の
間
際
に
お
い
て
で
も
な
お
自
覚
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の
証
左

と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
本
稿
は
考
え
る
。

お
わ
り
に

本
来
の
儒
学
に
お
い
て
「
中
」
と
は
、
聖
人
が
民
を
治
め
る
た
め

に
示
さ
れ
る
概
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
兆
民
は
、『
中
庸
』
に
依
拠

し
つ
つ
も
、
異
説
の
存
在
を
前
提
に
人
々
同
士
の
「
討
議
」
を
介
し

て
「
中
」
が
「
民
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
考
え
た
。
自
身
の
意

見
を
教
条
化
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
異
論
を
論
破
す
る
の
で
も
な
く
、

他
者
と
の
真
摯
な
対
話
を
通
じ
て
は
じ
め
て
「
中
」（「
道
理
」）
は

出
来
す
る
。
異
説
が
不
在
な
ら
ば
、
あ
え
て
他
者
を
設
定
し
、
こ
れ

と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
観
点
に
立
ち
物
事
を
眺
め

る
こ
と

（
68
）

が
、「
中
」
や
「
道
理
」
に
至
る
に
あ
た
っ
て
欠
か
せ
な
い

営
為
で
あ
っ
た
（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
が
「
悪
魔
の
代
弁
者
」（devil’s

advocate

）
を
招
き
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
よ
う

に
（
69
））。「

億
兆�

の
民�

」
を
自
負
し
て
い
た
兆
民
に
と
っ
て
、「
民
」
が

「
中
」
を
い
か
に
獲
得
す
る
の
か
は
、
晩
年
に
い
た
っ
て
も
な
お
切

実
な
問
い
と
し
て
思
索
し
続
け
る
に
値
す
る
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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は
、
兆
民
な
り
に
受
容
し
た
ル
ソ
ー
や
儒
学
（
特
に
『
中
庸
』）
か

ら
感
化
さ
れ
た
「
両
端
」
の
存
在
を
踏
ま
え
た
「
中
」
の
模
索
と
い

う
、『
訳
解
』
か
ら
一
貫
し
た
態
度
で
も
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
『
一
年

有
半
』
で
表
明
さ
れ
た
ロ
ー
マ
字
論
は
、
従
来
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き

た
単
な
る
「
有
り
ふ
れ
た
常
識
論
」
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
問
題

で
も
、
あ
る
い
は
自
己
撞
着
に
陥
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
兆
民
の
ロ
ー
マ
字
論
は
、
本
来
「
漢
文
」
と
全
く
相
容
れ
な
い
他

者
、
す
な
わ
ち
「
反
対
の
要
素
」
と
の
対
話
を
通
じ
て
あ
る
べ
き

「
文
章
」
を
模
索
す
る
に
あ
た
り
、
あ
え
て
設
け
ら
れ
た
彼
な
り
の

思
想
戦
略
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
漢
字
」
を
一
掃

す
る
代
替
物
と
し
て
「
羅
馬
字
」
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
点

に
お
い
て
、
兆
民
の
主
張
は
従
来
の
ロ
ー
マ
字
論
者
と
一
線
を
画
し

て
い
た
。『
一
年
有
半
』
で
の
ロ
ー
マ
字
論
は
、
漢
字
・
漢
文
を
積

極
的
に
是
認
し
た
う
え
で
な
さ
れ
て
い
た
以
上
、
先
行
す
る
ロ
ー
マ

字
論
者
の
系
譜
に
連
な
る
内
容
で
は
な
い
。

た
し
か
に
、
文
章
の
修
業
に
あ
た
り
漢
文
を
学
習
す
る
こ
と
に
拘

泥
し
て
い
た
人
物
が
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
言
文
一
を
志
向
す
る
の
は
、

な
る
ほ
ど
「
矛
盾
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
矛
盾
の
人
」
は
、
兆
民

の
表
層
を
捉
え
た
名
辞
に
過
ぎ
ず
、
彼
の
思
想
営
為
の
本
質
を
捉
え

る
表
象
で
は
な
い
。『
一
年
有
半
』
の
著
者
は
、
子
規
の
評
す
る
単

え
き
さ
く

な
る
「
死
に
か
か
つ
て
居
る
病
人
」
で
は
な
く
、
易
簀
に
際
し
て
で

も
な
お
「
中
」
を
探
究
す
る
思
想
家
と
し
て
健
在
で
あ
っ
た
。
本
稿

で
示
唆
し
た
と
お
り
、「
両
端
」「
中
」
を
分
析
枠
組
み
と
し
て
「
矛

盾
」
で
済
ま
さ
れ
る
兆
民
の
思
想
を
改
め
て
捉
え
直
す
こ
と
は
、
さ

ら
な
る
兆
民
研
究
の
発
展
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

（
１
）

別
四
六
五
。
凡
例
と
し
て
、
中
江
兆
民
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て

は
、
全
て
『
中
江
兆
民
全
集
』（
松
本
三
之
介
・
松
沢
弘
陽
・
溝
口
雄
三
・

松
永
昌
三
・
井
田
進
也
（
編
）
岩
波
書
店
、
一
九
八
三－

一
九
八
六
年
）
に

拠
り
、
巻
数
頁
数
の
順
に
①
六
七
の
よ
う
に
略
記
す
る
（
別
巻
の
場
合
は
、

別
四
六
五
の
よ
う
に
記
す
）。

（
２
）

同
前
。
兆
民
は
、
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
を
漢
訳
す
れ
ば
「
其
紙
数

三
分
の
二
に
減
ず
る
を
得
ん
」
と
の
自
信
を
有
し
て
い
た
（
た
だ
し
、『
エ

ミ
ー
ル
』
が
漢
訳
さ
れ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
）。

（
３
）

飛
鳥
井
雅
道
『
中
江
兆
民
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
一
五
七
頁
。

ま
た
、
拙
稿
「
中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た
の
か
？

－

西
周
『
利
学
』
と
の
比
較
の
視
点
か
ら－

」（『
法
と
政
治
』
七
三
巻
二
号
、

二
〇
二
二
年
）
は
、
政
治
と
文
体
が
概
念
上
、
未
分
化
の
状
態
に
あ
っ
た
近

代
黎
明
期
の
日
本
に
生
き
た
兆
民
に
と
っ
て
、
漢
文
の
修
得
が
主
権
在
民
を

達
成
す
る
に
あ
た
り
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

（
４
）

⑩
一
六
九
。
本
稿
で
は
、『
一
年
有
半
』
に
お
け
る
ロ
ー
マ
字
国
字
化

と
そ
れ
に
伴
う
言
文
一
致
の
主
張
を
、「
ロ
ー
マ
字
論
」
と
称
す
る
。

（
５
）

南
大
路
謙
一
「
中
江
兆
民
の
「
ロ
ー
マ
字
論
」
と
「
国
語
純
化
論
」
」

（
言
語
生
活
編
集
部
（
編
）『
言
語
生
活
』
第
七
一
号
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五

七
年
）、
五
三
頁
。

（
６
）

桑
原
武
夫
『
文
明
感
想
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
、
二
一
七
頁
。

一
六

研

究

ノ

ー

ト

法と政治 74巻 2号 （2023年 10月） 541



（
７
）

別
二
一
〇
。

（
８
）

南
大
路
、
前
掲
論
文
、
五
四
頁
。

（
９
）
『
一
年
有
半
』
で
は
日
本
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
体
に
は
「
各
短
長

有
り
」
と
し
て
、
漢
文
に
も
「
短
所
」
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
（
⑩

一
六
八
）。

（
10
）

川
副
佳
一
郎
『
日
本
ロ
ー
マ
字
史
』
岡
村
書
店
、
一
九
二
二
年
、
四
〇

頁
。

（
11
）

吉
田
澄
夫
・
井
之
口
有
一
（
編
）『
国
字
問
題
論
集
』
富
山
房
、
一
九

五
〇
年
、
四
〇
頁
。
原
漢
文
の
読
み
下
し
に
際
し
、
適
宜
変
更
し
た
箇
所
が

あ
る
。

（
12
）

同
前
、
四
一
頁
。

（
13
）

同
前
、
四
二
頁
。

（
14
）

近
世
に
お
い
て
、
例
え
ば
新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』
（
中
巻
）
は
シ
ド
ッ

チ
と
の
問
答
を
踏
ま
え
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
漢
字
の
文
字
の

多
さ
に
比
し
て
「
其
字
母
、
僅
に
二
十
余
字
、
一
切
の
音
を
貫
け
り
、
文
省

き
、
義
広
く
し
て
、
其
妙
天
下
に
遺
音
な
し
」
と
認
識
し
て
い
た
（
松
村
明
・

尾
藤
正
英
・
加
藤
周
一
（
校
注
）
『
新
井
白
石

日
本
思
想
体
系

三
五
』
岩

波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
三
九
頁
）。

（
15
）

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
『「
国
語
」
と
い
う
思
想－

近
代
日
本
の
言
語
認
識
』
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
三－

三
四
頁
。

（
16
）

菅
原
光
・
相
原
耕
作
・
島
田
英
明
（
訳
）『
西
周

現
代
語
訳
セ
レ
ク

シ
ョ
ン
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
一
八
八
頁
。

（
17
）

大
久
保
利
謙
（
編
）『
西
周
全
集

第
二
巻
』
宗
高
書
房
、
一
九
六
〇
年
、

五
七
三
頁
。

（
18
）

日
本
語
か
ら
漢
字
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
西
の
企
て
は
、
「
文
武
学
校

基
本

規
則
書
」
（
明
治
三
年
）
で
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い

て
西
は
、
「
五
六
十
年
後
は
全
く
漢
字
を
廃
度
義
に
有
之
候
」
と
、
日
本
に

お
い
て
漢
字
が
漸
漸
に
廃
止
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
（
同
前
、
四
九

一
頁
）。
西
と
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
森
林
太
郎
（
鴎
外
）
の
『
西
周
伝
』
に

よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
津
和
野
へ
帰
郷
し
て
い
た
西
を
、
藩
主
の
亀
井
茲
監

は
頻
り
に
「
召
し
て
、
学
政
を
諮
詢
」
し
、
さ
ら
に
は
「
郷
人
も
亦
多
く
来

り
て
西
洋
の
学
術
風
俗
を
問
」
う
て
い
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
草
し
た
の
が

「
文
武
学
校
基
本

規
則
書
」
で
あ
っ
た
（『
鴎
外
全
集

第
三
巻
』
岩
波
書

店
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
五
頁
）。

（
19
）

大
久
保
編
、
前
掲
『
西
周
全
集

第
二
巻
』、
五
七
四
頁
。

（
20
）

同
前
、
五
七
〇－

五
七
一
頁
。

（
21
）

大
久
保
利
謙
（
編
）『
西
周
全
集

第
四
巻
』
宗
高
書
房
、
一
九
八
一
年
、

四
八
頁
。

（
22
）

後
年
、
田
丸
卓
郎
は
「
語
は
人
の
思
想
を
表
は
す
為
の
道
具
で
、
字
は

そ
の
道
具
を
写
す
だ
け
の
も
の
」
ゆ
え
、「
読
み
書
き
の
複
雑
」
な
漢
字
を

簡
便
な
ロ
ー
マ
字
に
替
え
る
べ
き
と
、
西
の
議
論
に
類
似
す
る
提
案
を
し
て

い
る
（
田
丸
卓
郎
『
ロ
ー
マ
字
国
字
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
、
四－

五
頁
）。

（
23
）

大
久
保
編
、
前
掲
『
西
周
全
集

第
二
巻
』、
五
七
一
頁
。
西
に
限
ら
ず

当
時
の
知
識
人
の
主
張
す
る
ロ
ー
マ
字
国
字
論
の
正
当
性
と
、
文
明
の
文
字

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
観
点
、
言
い
換
え
る
と
西
洋
文
明
と
の
比
較
に
よ

り
蔑
視
さ
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た
十
九
世
紀
の
中
国
観
と
は
不
可
分
の
関
係
に

あ
っ
た
（
長
志
珠
絵
『
近
代
日
本
と
国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
、
三
〇－

三
二
頁
）。

（
24
）

西
の
見
解
に
対
し
て
明
六
社
同
人
は
、『
明
六
雑
誌
』
上
で
様
々
な
反

応
を
み
せ
た
。
西
村
茂
樹
は
「
開
化
ノ
度
ニ
因
テ
改
文
字
ヲ
発
ス
ベ
キ
ノ
論
」

（
第
一
号
、
明
治
七
年
）
に
お
い
て
、「
文
字
ヲ
改
メ
テ
民
ノ
愚
見
ヲ
破
ル
」

と
こ
ろ
に
西
の
ロ
ー
マ
字
論
の
意
義
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
自
身
は

「
民
ノ
愚
見
破
レ
バ
文
字
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
」
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
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り
西
村
は
、
西
の
い
う
「
和
漢
ノ
文
字
ヲ
廃
シ
洋
字
ヲ
用
ウ
ル
」
こ
と
に
反

対
は
し
な
い
が
、
先
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
「
民
ノ
愚
見
」
を
脱
却
す
る

こ
と
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
清
水
卯
三
郎
は
「
平
仮
名
の
説
」
（
第
七
号
、

明
治
七
年
）
に
お
い
て
、
国
民
に
知
識
を
普
及
す
る
に
あ
た
り
言
文
一
致
が

相
応
し
い
と
み
な
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
は
ロ
ー
マ
字
で
は
な
く
平
仮
名

に
よ
る
記
述
が
適
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

（
25
）

⑩
一
六
八
。

（
26
）

⑩
一
六
九
。

（
27
）

⑩
一
八
五
。

（
28
）

⑩
一
八
三
。

（
29
）

例
え
ば
、
か
つ
て
の
漢
学
の
師
・
岡
松
甕
谷
に
対
し
「
実
に
近
代
の
大

家
」
と
評
し
、
「
他
の
漢
学
先
生
連
中
の
夢
に
も
思
ひ
至
ら
ざ
る
所
」
と
し

て
、
甕
谷
の
漢
文
を
顕
彰
し
て
い
た
（
⑩
一
九
九
）。

（
30
）

吉
川
幸
次
郎
『
論
語

上
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
一

七
二－

一
七
三
頁
。

（
31
）

土
田
健
次
郎
（
訳
注
）
『
論
語
集
注
２
』
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
五

二
頁
。
ま
た
、
播
本
崇
史
「
西
周
の
実
用
性
へ
の
視
座：
伝
統
思
想
に
基
づ

く
捉
え
直
し
」
（
『
国
際
哲
学
研
究
』
六
巻
、
二
〇
一
七
年
）
、
一
三
八
頁
も

参
照
。

（
32
）

狭
間
直
樹
『
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
の
啓
蒙
家
た
ち
』
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
二
〇
二
一
年
、
七
八
頁
。

（
33
）

⑪
三
七
。

（
34
）

⑩
一
八
三－

一
八
六
。

（
35
）

別
二
一
〇
。

（
36
）

坪
内
逍
遥
『
柿
の
蔕
』
中
央
公
論
社
、
一
九
三
二
年
、
二
二－

二
三
頁
。

（
37
）

山
本
正
秀
『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、

一
四
六
頁
に
よ
れ
ば
、
明
治
に
お
け
る
「
ゴ
ザ
ル
」
調
に
基
づ
く
言
文
一
致

の
嚆
矢
は
、『
百
一
新
論
』（
明
治
七
年
）
で
は
な
く
、
加
藤
弘
之
『
交
易
問

答
』（
明
治
二
年
）
や
『
真
政
大
意
』（
明
治
三
年
）
を
挙
げ
る
の
が
適
切
で

あ
る
。

（
38
）

①
一
一
二
。

（
39
）

米
原
謙
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』
新
評
論
、
一
九
八
六
年
、
一

八
六
頁

（
40
）

竹
内
照
夫
『
四
書
五
経
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、
一
七
六
頁
。

（
41
）

島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
一
六
三
頁
。

（
42
）

Œ
uvres

com
plètes

de
Jean-Jacques

R
ousseau,éd.B

.G
agnebin

et

M
.R
aym
ond,III,Paris,G

alim
arad,B

ibliothèque
de
la
Pléiade,1964,

p
371.

（
43
）

Ibid.,p
380.

（
44
）

拙
稿
「
儒
学
者
兆
民
序
説－

『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
「
義
与
利
果
不

可
得
合
邪
」
を
中
心
に－

」（『
法
と
政
治
』
七
〇
巻
四
号
、
二
〇
二
〇
年
）、

一
四
頁
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
きÉ

m
ile
ou
D
e
l’éducation

（『
エ
ミ
ー

ル
』）
で
も
、
特
殊
意
志
が
一
般
意
志
に
合
致
す
る
こ
と
は
決
し
て
保
障
さ

れ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
（Œ

uvres
com
plètes

de
Jean-Jacques

R
ous-

seau,
éd.
B
.G
agnebin

et
M
.R
aym
ond,

IV
Paris,

G
alim
arad,

B
iblio-

thèque
de
la
Pléiade,1969,p

843

）。

（
45
）

島
田
、
前
掲
書
、
一
八
七
頁
。

（
46
）

同
前
、
一
八
八
頁
。

（
47
）
「
君
子
は
中
庸
す
、
小
人
は
中
庸
に
反
す
」（
同
前
、
一
八
一
頁
）。

（
48
）

崔
相
龍
（
著
）
小
倉
紀
蔵
（
監
訳
）『
中
庸
民
主
主
義
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
二
二
年
、
五
二
頁
。

（
49
）
「
中
庸
は
其
れ
至
れ
る
か
な
。
民
能
く
す
る
こ
と
鮮
き
こ
と
久
し
」（
島

田
、
前
掲
書
、
一
八
三
頁
）。

（
50
）

鳴
子
博
子
『
ル
ソ
ー
の
政
治
経
済
学－

そ
の
現
代
的
可
能
性
』
晃
洋
書

一
八

研

究

ノ

ー

ト
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房
、
二
〇
二
三
年
、
三
二
頁
。

（
51
）

①
一
八
三
。

（
52
）

①
一
一
二
。

（
53
）
『
訳
解
』
は
、
原
著
の
第
二
編
第
七
章D

u
Législateur

（
「
立
法
者
に

つ
い
て
」
）
以
降
を
訳
出
し
な
か
っ
た
。
兆
民
が
「
立
法
者
」
と
い
う
存
在

を
隘
路
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

（
54
）

⑩
三
〇－
三
一
。

（
55
）

⑩
二
八
。
原
文
の
ル
ビ
を
省
略
し
て
い
る
。

（
56
）

⑧
二
七
〇－

二
七
一
。

（
57
）

⑧
二
七
一
。

（
58
）

別
二
一
〇
。

（
59
）

⑧
三
三
七
。

（
60
）

別
二
〇
九－

二
一
〇
。

（
61
）
『
東
洋
自
由
新
聞
』
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
「
国
会
問
答
」
（
明
治
一
四

年
）
は
問
答
形
式
で
あ
っ
た
が
、
漢
文
崩
し
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

（
62
）

⑩
二
九
七
。

（
63
）

小
島
祐
馬
「
中
江
兆
民
の
学
問
と
文
章
」（
内
田
智
雄
（
編
）『
政
論
雑

筆
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
一
六
一
頁
。

（
64
）

正
岡
子
規
「
命
の
あ
ま
り
」（
別
三
二
一
）。

（
65
）

松
永
昌
三
『
中
江
兆
民
評
伝

下
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、

三
四
五
頁
。

（
66
）
「
男
子
」
の
領
分
と
み
な
さ
れ
て
き
た
「
学
術
政
治
」
の
世
界
に
、「
女

人
」
も
「
漢
語
」「
漢
文
」
を
駆
使
し
て
進
出
す
べ
き
で
あ
る
と
、
兆
民
は

明
治
二
一
年
に
発
表
し
た
「
婦
人
改
良
の
一
策
」
（
⑪
一
九
七
）
で
説
い
て

い
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
学
術
政
治
」
の
世
界
は
、「
漢
語
」
「
漢
文
」
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
67
）

松
永
、
前
掲
書
、
三
四
五－

三
四
六
頁
。

（
68
）

兆
民
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
の
議
論
を

彷
彿
と
さ
せ
る
。
ミ
ル
は
同
書
に
お
い
て
「
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
自
分
の

側
の
見
方
し
か
知
ら
な
い
人
は
、
そ
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な

い
」、
あ
る
い
は
「
反
対
説
の
側
の
根
拠
に
対
し
て
反
駁
で
き
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
つ
ま
り
、
反
対
説
の
根
拠
に
つ
い
て
そ
こ
ま
で
十
分
に
理
解
し
て
い

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
ど
ち
ら
の
側
の
意
見
を
選
ぶ
か
の
根
拠
を

持
っ
て
い
な
い
」
と
喝
破
し
て
い
た
（
ミ
ル
（
著
）
関
口
正
司
（
訳
）『
自

由
論
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
八
四－

八
五
頁
）。
事
実
、
兆
民
は

『
訳
解
』
に
お
け
る
「
討
議
」
観
念
に
関
し
て
ミ
ル
の
思
想
、
特
に
中
村
敬

宇
の
翻
訳
に
か
か
る
『
自
由
之
理
』
か
ら
多
分
に
影
響
を
受
け
て
い
た
（
拙

稿
「
中
江
兆
民
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル－

「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
に
お
け
る
『
自
由

論
』（O

n
Liberty

）
の
思
想
的
意
義－

」（『
日
本
儒
教
學
會
報
』
第
七
号
、

二
〇
二
三
年
）
を
参
照
）。

（
69
）
「
諸
々
の
教
会
の
中
で

も
不
寛
容
な
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で

あ
っ
て
も
、
聖
者
を
列
聖
す
る
と
き
」
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
の
が
「
悪
魔
の

代
弁
者
」
で
あ
り
、「
悪
魔
」
が
述
べ
る
難
点
や
批
判
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け

る
姿
勢
を
ミ
ル
は
強
調
し
て
い
た
（
関
口
、
前
掲
訳
書
、
五
一
頁
）
。
こ
れ

を
踏
ま
え
た
う
え
で
ミ
ル
は
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
理
論
で
さ
え
、
も
し
疑
義
を

唱
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
類
は
現
在
の
よ
う
な
全
面
的
な

信
頼
感
は
持
て
て
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
絶
対
的
に
真
理
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
主
張
に
異
説
や
疑
義
で
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
確
実
性

を
さ
ら
に
増
す
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
す
（
同
前
、
五
二
頁
）。

附
記

本
研
究
は
令
和
四
年
度
の
公
益
財
団
法
人
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
の
助
成

を
受
け
て
い
る
。
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